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資料編 



－ 18 － 

Ⅰ 参考資料 
 
１ マンションを取り巻く現状・課題 
（１）マンションをめぐる近年の国の動向 

①「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に

関する法律等の一部を改正する法律」の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国土交通省 
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（２）市のマンションの現状・課題 
①市内マンション件数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 30 年度川崎市分譲マンション実態調査 
 

②住戸数規模別のマンション件数割合 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 30 年マンション総合調査（国土交通省） 
平成 30年度川崎市分譲マンション実態調査 
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【築 40 年以上】

約 1500 件 
(2035 年時点) 

約 680 件 
(2025 年時点) 

約 2500 件 
(2045 年時点)
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③「マンションの再生等の円滑化に関する法律」を活用した市内のマンション建替え

事業の事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川崎市まちづくり局資料（令和８年３月末時点） 
 

④市内マンション（持ち家・共同住宅・３階以上の住宅）に居住する世帯主の年齢別

割合 
 
 
 
 
 
 
 

資料：令和５年住宅・土地統計調査（総務省） 
 

所在地 事業手法 延床面積(概算) 住戸数 進捗状況

1 高津区上作延 組合施行 8,200㎡ 91戸 平成19年度完了

2 高津区二子3丁目 個人施行 7,400㎡ 85戸 平成19年度完了

3 高津区久本 個人施行 3,200㎡ 24戸 平成20年度完了

4 川崎区中瀬3丁目 個人施行 3,200㎡ 23戸 平成19年度完了

5 高津区上作延 組合施行 10,400㎡ 92戸 平成21年度完了

6 川崎区駅前本町 組合施行 7,400㎡ 5戸 平成23年度完了

7 多摩区登戸 組合施行 1,000㎡ 15戸 平成26年度完了

8 川崎区京町2丁目 組合施行 6,800㎡ 72戸 平成26年度完了

9 川崎区大島4丁目 組合施行 5,200㎡ 67戸 平成28年度完了

10 宮前区宮崎2丁目 組合施行 5,700㎡ 56戸 令和5年度完了

11 幸区下平間 組合施行 11,400㎡ 148戸 事業中
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⑤川崎市住宅供給公社 ハウジングサロン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川崎市住宅供給公社 
 

⑥ハウジングサロン相談件数 
 
 
 

資料：川崎市住宅供給公社 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
マンション管理相談 445件 572件 518件 385件 412件 440件 346件 454件 453件 474件

住宅相談 209件 184件 336件 321件 281件 219件 206件 248件 336件 379件
計 654件 756件 854件 706件 693件 659件 552件 702件 789件 853件
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⑦川崎市マンション管理適正化推進計画の取組全体像 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川崎市マンション管理適正化推進計画 

 
⑧マンションにおける管理と再生フロー（イメージ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川崎市まちづくり局資料 

新築 管理 修繕 改善

所有者の高齢化
管理組合の活動低下
長期修繕計画の破綻

適時適切な時期に
計画修繕を実施

居住ニーズに対応する
耐震改修等の

性能向上工事を実施

建替えにより新たな
マンションを建設

建物の
劣化

建物性能・
機能の低下

管理水準の低下

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣

助
言
・
指
導
等

管理組合の活動
（修繕計画見直しなど）

長寿命化

躯体の補強と全専有部分の改善

マンションと敷地を
一括して売却

マンション取壊しにより更地化

管理適正化 再生促進
建物敷地売却

建物取壊し

建替え

一棟リノベーション

これ以上の修繕・
改善が困難な場合
（深刻な外壁・躯
体等の劣化など）

再生

 
○マンションの管理︓マンションを社会的資産としてできる限り保全し、かつ、快適な居住環境を確保する取組 
○マンションの再生︓快適な居住環境を維持・向上させる取組 
○修繕︓劣化した建築物全体またはその部分の性能及び機能を実用上支障のない状態まで回復させること 
○改善︓劣化などした建築物全体またはその部分の性能及び機能を初期の水準以上に向上させること 
○再生︓改善や建替え、一棟リノベーション、敷地売却、取壊し等を実施すること 
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⑨コミュニティ形成における主な課題 
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２ マンションの再生促進に向けた調査・分析 
 

２－１ マンションの再生促進に向けた調査・分析（ハード） 
（１）モデルマンションにおける修繕・建替え等のシミュレーション 

①モデルマンションリスト 
 

 

 

 

 

 

 

 

②マンション再生の主な工程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③モデルマンションにおける修繕・建替え等のシミュレーション検討の進め方 
 
 
 
 

総住戸数 住宅戸数 非住宅戸数 地上階数 地下階数

A 1985年 1 19 19 0 5 1 有り 約1,200㎡ RC造 新耐震 管理委託

●一人のキーパーソンを中心
に維持管理体制やコミュニティ
形成がなされている
●役員︓輪番制

B 1980年 2 90 50、
40 0 5 0 無し 約7,500㎡ RC造

旧耐震
耐震診断済み
（耐震性あり）

管理委託 集会室
あり

●理事会を中心に維持管理
体制やコミュニティ形成がなさ
れ、各種サークル活動も行わ
れている
●役員︓輪番制

　1号棟50戸、
　2号棟40戸
（単棟型管理規約）

C 1975年 1 92 92 0 7 1 有り 約8,800㎡ SRC造 未診断 自主管理 集会室
あり

●理事会を中心に維持管理
体制やコミュニティ形成がなさ
れ、各種サークル活動が非常
に活発に行われている
●役員︓輪番制

その他特徴等 備考EV 延べ面積 構造 耐震基準 管理体制 共用施設マンショ
ン名 竣工年 棟数 戸数 階数
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④簡易判定シート（抜粋） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国土交通省 マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル 
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⑤建物劣化度判定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



－ 27 － 

⑥建物老朽度判定 
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⑦要求改善水準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑨費用対効果に基づく、修繕・改修、建替え、敷地売却の比較 

修繕・改修 

○要求改善水準と建物老朽度判定結果を踏まえ、修繕・改修工法の適用可能性を検討しつ
つ、工事内容を設定し、修繕・改修による改善効果と修繕・改修費用を算定 

○修繕・改修技術の適用可能性の検討については、老朽等の状況からみて要求改善水準を
実現するための修繕・改修技術の存在の有無、ある場合は敷地条件や構造等の制約におい
ての適用可能性について判断 

建替え 

○要求改善水準を踏まえ、敷地条件等の事業条件を整理しつつ、建替え構想を作成し、建
替えによる改善効果と建替え費用を算定 

○工事費用に加え、建替えに伴う仮住まい・移転費用や公租公課、建替え後の修繕費・管理
費等のランニングコストについても必要に応じて考慮 

敷地売却 

○「建替えが必要」と判断された上で、建替えを行っても要求改善水準を実現できない場合や、
建替え事業に要する区分所有者の負担が過大となる場合などにおいては、マンション敷地売
却を念頭に置いた検討を進める。 

○敷地売却における「更地価格」の求め方は、不動産の鑑定評価等を活用して算出 
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⑨要求改善水準を踏まえた修繕・改修項目の例 
分野部位 修繕改修項目 概算費用(単価) 

快適性 
・ 

居住性 

窓サッシの更新（省エネ） － 
玄関ドアの更新（カバー工法） － 
上階の音・隣の音問題  遮音性能のある防音材を貼る 1.5 万円／㎡ 
共用廊下の改善 － 

設備 

住戸への供給可能電気容量 － 

共用設備（TV/BS/CS 等） BS・110 度 CS アンテナの設置 25 万円／台 

専有部分 TV 端子・電話端子増設 5 万円／箇所 
給水・排水設備／専有給水管・専有排水管の保全容易性 5 万円／箇所 
電気温水器の電気代問題 電気温水器の更新 200 万円／台 
窓用エアコンの設置 10 万円／台 

快適性 
・ 

居住性 

バルコニー出入り口への手すり設置 － 
共用階段への補助手すりの設置 － 
共用廊下への補助手すりの設置 － 

設備 
非構造部材／材料劣化／鋼製手すり等の劣化 階段手摺の補強 － 
ベランダ手摺の老朽化 － 
耐震診断 － 

防災 電気設備への浸水対策 － 
防犯 防犯カメラの設置 15 万円／台 

外構他 
駐輪ラックの設置 5 万円／台 
アスファルト舗装 － 

 
⑩建替え構想案の検討 

●次の点を踏まえながら、建築基準法その他関係法令を遵守して建物ボリュームスタディ 
（※建替え構想案は、１案のみや、計画条件設定を変えて複数案を検討する場合もあり） 

①敷地条件の整理 ○用途地域、指定容積率、その他関係法令規制の確認 

②建替え対象敷地の設定 ○隣地の取り込みや、都市計画道路等への用地提供の有無などの設定 

③計画条件の設定 

○容積率の最大化 
○最低住戸面積 
○既存不適格や既存建物の容積率が許容容積率を使い切っている場合、現

戸数の確保、または、市場性のある住戸面積の確保とするかの優先順位 
○ニーズの高い共用施設の有無 など 

④周辺の分譲マンション 
 マーケットのリサーチ ○適正な販売価格やマーケットアウトしない計画戸数の設定 

⑤費用相場の確認 ○建物形状・規模を勘案した解体・建築工事費の相場の確認 
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⑪建替え事業に関する事業収支モデルの例 
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⑫修繕・改修、建替え、敷地売却の比較の例 
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⑬躯体の耐用年数評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：一般財団法人日本建築センター 鉄筋コンクリート造建築物の耐用年数評価 
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⑭新たな再生手法 
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資料：国土交通省 
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（２）他都市のマンション再生関係支援策 
①政令市のマンション再生関係支援策とマンション戸数・人口数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川崎市まちづくり局資料 
 

②他都市のマンション再生関係支援策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川崎市まちづくり局資料 

●︓マンション再生活動検
討費用補助制度あり 

○︓マンション再生アドバ
イザー派遣制度あり 

○︓長期修繕計画作成
費用補助制度あり 

長期修繕計画作成費
用補助制度 その他特記事項 マンション再生アドバイ

ザー派遣制度
マンション再生検討活動

費用補助制度 その他特記事項

川崎市

●アウトリーチ型アドバイザー派遣制
度【市委託⇒住宅供給公社】
●マンション管理相談窓口(ハウジ
ングサロン)【住宅供給公社】

仙台市 ●要支援マンションへのアドバイザー
派遣制度 ●

千葉市 ● ●

東京都

●要支援マンションへのアドバイザー
派遣制度
●分譲マンション総合相談窓口【東
京都防災・建築まちづくりセンター】

●
【東京都防災・建築まち

づくりセンター】

千代田区 ●
【まちみらい千代田】

●
【まちみらい千代田】

港区 ● ●

横浜市 ●

●要支援マンションへのアドバイザー
派遣制度
●暮らし再生プロジェクト総合窓
口、マンション管理事業、大規模修
繕工事・長期修繕計画作成等支
援事業【住宅供給公社】

●
【市委託⇒住宅供給

公社】
●

●暮らし再生プロジェクト
総合窓口、将来検討・
建替え事業【住宅供給
公社】

名古屋市 ●要支援マンションへのアドバイザー
派遣制度 ● ●

大阪市 ● ●要支援マンションへのアドバイザー
派遣制度 ●

堺市 ●

神戸市
●

【市委託⇒神戸住環
境整備公社】

●要支援マンションへのアドバイザー
派遣制度
●マンション管理相談窓口(すまいる
ネット)【神戸住環境整備公社】

●
【市委託⇒神戸住環

境整備公社】

北九州市 ●
福岡市 ● ●要支援マンションへのアドバイザー

派遣制度 ●
※リストにない政令市︓当該支援制度なし

管理適正化 再生促進（準備・検討段階）
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③持ち家に占めるマンション戸数※の割合 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：令和５年住宅・土地統計調査（総務省） 
 

（３）市内マンションのマンション再生に関する現状分析 
①マンション再生に関するアンケート調査の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「持ち家・共同建・非木造・３階以上の専用住宅」の戸数

調査方法 郵送による調査票の配布、郵送回答またはWeb回答
調査対象 川崎市マンション管理組合登録・支援制度に登録されたマンション（789件）
調査期間 R6.12.23〜R7.3.31
配布数 789 件
回答数 139 件

（郵送回答） (77 件)
（Web回答） (62 件)

配布数に対する回答率 17.62%

3 (2.2%) 4 (2.9%) 32 (23.0%) 32 (23.0%) 53 (38.1%) 15 (10.8%)

18 (12.9%) 47 (33.8%) 33 (23.7%) 41 (29.5%)

5 (3.6%) 44 (31.7%) 90 (64.7%)

6 (4.3%) 44 (31.7%) 70 (50.4%) 15 (10.8%) 4 (2.9%)

111 (79.9%) 28 (20.1%)

計
139

築20〜29年 築30〜39年 築40〜49年 築50〜59年

計
139

計
139

耐震基準

住戸数

築年数

計
139

計

139

旧々耐震
（1971.6.16

　　以前の基準）

旧耐震
（1981.5.31

　　以前の基準）

新耐震
（1981.6.1

　　以降の基準）

20戸以下 21〜50戸 51〜100戸 101戸以上

築10年未満 築10〜19年

エレベーター
の有無

階数 20階以上

有り 無し

3階以下 4〜5階 6〜10階 11〜19階
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②建物ハード面の課題と認識している内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③長期修繕計画の作成状況 
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④マンション建替えの意識 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤マンション建替えの実績・検討の有無 
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⑥マンション建替えの実施・検討にあたって苦慮した点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑦マンション建替えの検討をしたことがない理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.2%
22.2%

44.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

総計
(N=126)

築20年未満
(N=7)

築20〜29年
(N=32)

築30〜39年
(N=31)

築40〜49年
(N=47)

築50〜59年
(N=9)

１︓建替え事業の考え方や進め方に関する情報がないため
２︓建替え事業の相談ができる専門家がいないため
３︓建替え事業の検討費用の負担ができないため
４︓築年数が浅いため
５︓修繕・改修による長寿命化を図っていく方針のため
６︓その他

 
複数回答 N=126
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⑧建設年代別共用部分工事の供給仕様の大きな俯瞰イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：一般財団法人マンションリフォーム推進協議会 
 

⑨修繕周期と建物劣化・建物性能の関係性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国土交通省 
 


